
経

　

済

　

産

　

業

　

省

２０１９０３０１製局第２号

平 成

　

３

　

１ 年

　

３

　

月

　

６

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

・し

　　　　　

． ・ ′

　　

ノ

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３１年３月１日

付け警察庁丙組組企発第６４号、 警察庁警備局長から平成３１年３月１日付け

警察庁丙備企発第５３号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせ

します。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が平成３１年３月１日付け外

務省告示第４６号により、 国家公安委員会委員長が平成３１年３月１日付け国

家公安委員会告示第７号によりタリバーン関係者等のリストの改正

　

御一表） を

行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２

２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出義務を

徹底されたいというものです。

　

工 Ｓ工Ｌ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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げ
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四

　　

〇

　　

象
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よ
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う
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８

　

等

　

基 七 号 成 務

　　

な 名

削 象 傍 表 成

　　

に

　

１ 八 （

　

に づ 号

　

を

　

十 省

　　

る ・

る

　

規 線 に 三

　　

改 （ 十

　

ｃ

　

基 き

　

、 含 三 告

　　

夕 ・

ｏ

　

定

　

を

　

よ

　

十

　　

正
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九 ） づ 設 第 む 年 示

　　

り

　

国

　

で 付 り －
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き

　

立 千 間 外 第

　　

バ 際

　

改

　

し

　

、 年

　　

る

　

に
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１
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め
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等 障
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会

　

、 し

　

百

　　　　

を 理

　

に 「 改
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２

　

第
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、 三

　　　　

指 事

対
対

正

　　　　　

の

　

（ 千
員 千 国 十
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”
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、 る
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る

　

等

　

い 正 の

　　　　　　

の

　

二
（

千

　

日

　

二 議 務

　　　　

件 の

　

も 前 標
大 一 千

　

ａ

　

三

　

に

　

百 第 省

　　　　　

措

　

の 欄 記 郎

　　　　

部 二 ） 百 行 五 千 告

　　　　　

置

　

は

　

に 部

　　　　　　

を

　

百

　

・ 三 っ 十 二 木

　　　　　　

の

　

、 掲 分

　　　　　

次 五 第 十 た 三 百 第
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料

　

尚

　

率
料

　

尚

　

塩

第一
表
）

１
．

～
４

４
３
．

［
略
］

４
４

４
．

削
除

堺 －Ｊ
表
）

１
．

～
４

４
３
．

［
同
左
］

４
４

４
．

ハ
ッ

サ
ン
・
ア

ブ
ド
ゥ

ツ
ラ

ー
・
ヘ

ル
シ

ー
・
ア

ル
・

ト
ゥ

ル
キ

ー
（
別

　　　

名
：

総
）
ハ

ッ
サ

ン
・

ト
ゥ

ル
キ

ー
（ｂ）

ハ
ッ

サ
ン
・
ア

ブ
デ

レ
・

フ
ィ

　　　　

ヒ
イ

エ
（ｃ ）

シ
ェ

イ
ク

・
ハ

ッ
サ

ン
・

ア
ブ

ド
ウ

ッ
ラ

ー
・

フ
ァ

ハ
イ

　　　　

フ
（ｄ）

ハ
ッ

サ
ン

・
ア

ル
・

ト
ウ

ル
キ

ー
（ｅ ）

ハ
ッ

サ
ン

・
ア

ブ
ド

ウ
ッ

　　　　

ラ
ー

ヒ
・

ヘ
ル

シ
ー

・
ト

ウ
ル

キ
ー
（ｆ）

シ
ェ
イ

ク
・

ハ
ッ

サ
ン

・
ト

　　　　

ウ
ル

キ
ー

（ｇ ）
ハ

ッ
サ

ン
・

カ
ブ

ド
ウ

ッ
ラ

ー
ヒ

・
ヒ

ル
シ

ー
（ｈ）

ハ
ッ

　　　

サ
ン

・
カ

ブ
ド

ゥ
ツ

ラ
ー

・
ヒ

ル
シ

ー
）

　　　　

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ｎ

　

Ａ

　

Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｈ

　

Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｉ

　

Ａ
Ｌ
－
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｋ
工

（ａ‐
ｋ，

ａ，
：

（ａ ）
Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

　　　

Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
ｉ

　

（ｂ）
Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

　

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ

　

Ｆ
ｉ
ｈ
ｉ
ｙ
ｅ

　

（ｃ ）
Ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｋ
ｈ

　

Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

　　　

Ａ
ｂ
ｄ
ｕ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

　　

Ｆ
ａ
ｈ
ａ
ｉ
ｈ

　

（ｄ）
Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

　　

Ａ
１
‐
Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
ｉ

　

（ｅ ）
Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

　　　

Ａ
ｂ
ｄ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ
ｉ

Ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ

Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
ｉ

（ｆ ）
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｋ
ｈ

Ｈ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
ｉ

（ｇ ）
ｘ
ａ
ｓ
ａ
ｎ

　　　

Ｃ
ａ
ｂ
ｄ
ｉ
工
ａ
ａ
ｈ
ｉ

ｘ
ｉ
ｒ
ｓ
ｉ

（ｈ）
Ｘ
ａ
ｓ
ａ
ｎ

Ｃ
ａ
ｂ
ｄ
ｕ
ｌ
ｌ
ｅ

Ｘ
ｉ
ｒ
ｓ
ｉ）

　

，

　　　

称
号

：
（ａ ）

Ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｋ
ｈ

（
シ

ェ
イ

ク
）

（ｂ）
Ｃｏ ｌｏ ｎｅ ｌ

（
カ

ー
ネ

ル
）

　　　

役
職

：
不

明

　　　

生
年

月
日

：
１

９
４

４
年
頃

　　　

出
生

地
：
Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ

　

Ｖ，
Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｏ
ｐ
ｉ
ａ，

（ｔ
ｈ
ｅ

　

ｏ
ｇ
ａ
ｄ
ｅ
ｎ

Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｉ
ｎ

　　　

ｅ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ

Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｏ
ｐ
ｉ
ａ ）

　　　

国
籍

：
ソ

マ
リ

ア

　　　

旅
券

番
号

：
不

明

　　　

工
Ｄ

番
号

：
不

明



４
４

５
．

～
５

０
２
．

［
略
］

５
０

３
．

削
除

住
所

：
２

０
１

２
年

１
１

月
時

点
で

ソ
マ

リ
ア

南
部

に
あ

る
キ

ス
マ
Ｙ

ヨ
（Ｋｉｓｍ ａｙ ｏ ）

近
隣

の
ジ

ュ
バ
（Ｊ

ｕ ｂ
ａ ）

低
地

帯
、

主
に

Ｊ ｉ
ｌｉｂ

ｅ
（
ジ
リ

ブ
）

及
び

Ｂ
ｕｒ

ｇ ａ ｂ
ｏ

（
プ

ー
ル

ガ
ー

ボ
）

で
活

動
し
て

い
る

と
い

わ
れ

て
い

る
。

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る

指
定

日
：

２
０

０
４

年
７
月

６
日

（
２

０

０
６

年
７
月

２
５

日
、

２
０

０
７

年
１

２
月

２
１

日
、

２
０

１
０

年
４

月
１

２
日
、

５
月

１
１

日
、

２
０

１
１

年
１

２
月

１
３

日
及

び
２

０
１

３
年

３
月

１
８
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
出

身
氏

族
は
、

オ
ガ

デ
ン

氏
族
（０ｇ ａ ｄｅ ｎ

ｃ
ｌ
ａ
ｎ ）

の

レ
ー

ル
・
ア

ブ
デ

ィ
ッ

レ
支

族
（Ｒｅｅ ｒ

ｂ
ｄ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ

ｓ
ｕ
ｂ
ｃ
ｌ
ａ
ｎ ）

。
ア

ル
イ

　　　

テ
イ

ハ
ー

ド
・

ア
ル

イ
ス

ラ
ミ

ヤ
（Ａ工Ａ

工）
（
１

７
５
．

に
指

定
し
た

団
体
）
の
指
導
部

に
属

す
る
。
１

９
９

８
年

８
月

の
在

ナ
イ

ロ
ビ

及
び

在
ダ
ル
エ
ス

サ
ラ
ー

ム
米

国
大
使

館
攻

撃
に
関
与

し
て

い
た

と
思

わ

れ
て

い
る
。

ソ
マ
リ

ア
及

び
エ

リ
ト
リ

ア
に
関

す
る

安
全
保

障
理

事

会
決
議
１
８

４
４

（
２

０
０
８
年
）

に
お
い
て

定
め

ら
れ
た
制

裁
措
置

の

　

対

　

象

　

に

　

も
指

　

定

　

さ

　

れ

　

て

　

い

　

る

　

（

　

参

　

照

　

：

ｗ
ｗ
ｗ．

ｕ
ｎ．

ｏ
ｒ
ｇ
／
ｓ
ｃ
／
ｃ
ｏ
皿
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｅ
ｓ
／
７
５
１
月
ｎ
ｄ
ｅ
ｘ．

ｓ
ｈ
ｔ
ｍ
ｌ）

。
安

全
保

障
理

事
会

決
議
１
８

２
２

（
２

０
０
８

年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０

年
５
月

１
３

日
に

終
了

し
た
。

４
４

５
．

～
５

０
２
．

［
同

左
］

５
０

３
．

ジ
ヤ

マ
ー

ル
・

フ
ス

ニ
（
別

名
：

伝
）
モ

ロ
ッ

コ
人

ジ
ヤ

メ
ル
（ｂ）

ジ
ャ

マ
ー

ル
・

ア
ル

・
マ

グ
レ

ビ
ー
（ｃ ）

ヒ
シ

ヤ
ー

ム
）

Ｊ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｌ

　

Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｎ
１

（ａ．
ｋ．

ａ．
：

（ａ ）
Ｄ
ｊ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ

　

ｌ
ｌ

　

ｍ
ａ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（
ｂ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
Ｉ

Ａ
Ｉ

Ｍ
ａ
ｇ
ｈ
ｒ
ｅ
ｂ
ｉ

（ｃ ）
Ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｍ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

称
号

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

役
職

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生
年

月
日

：
１

９
８

３
年

２
月

２
２

日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出
生

地
：

モ
ロ

ッ
コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国
籍

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旅
券

番
号

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住
所

：
定
）
Ｖ
ｉ
ａ

Ｕ
ｃ
ｃ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ

　

ｄ
ｉ

Ｎ
ｅ
ｍ
ｉ

　

ｎ．
３
３，

Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ

（ｂ）
ｖ
ｉ
ａ

Ｆ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｄ
ｅ

　

Ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ

　

ｎ．
５
０，

Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国
連

制
裁

委
員

会
に

よ
る

指
定

日
：

２
０

０
６

年
８

月
２

日
（
２

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０
９
年
９
月

１
日
に
改
訂
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ
の

他
の

情
報

：
ミ

ラ
ノ

裁
判

所
の

拘
置

命
令

（
ｎ．

５
２
３
６
／
０
２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｒ．
Ｇ．

Ｎ．
Ｒ‐

ｏ
ｆ

　

２
５

Ｎ
ｏ
ｖ．

２
０
０
３

１５
１１／０２

　

Ｒ．
Ｇ．

Ｇ
工Ｐ ）

を
受

け
て

い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

る
。

有
罪

を
宣

告
さ

れ
、

２
０

０
６

年
９
月

２
１

日
に

イ
タ

リ
ア

の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミ
ラ

ノ
重

罪
院

（Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ

Ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｚ
ｅ
ｓ
Ｃｏｕ

ｒ ｔ ）
に

お
い

て
テ

ロ
を

目
的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と
す

る
共

同
行

為
に

参
加

し
盗

難
品

を
受

領
し

た
罪

で
７

年
の

拘
禁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

刑
に

処
さ

れ
た
。

２
０

０
７

年
７
月

１
７
日

に
ミ
ラ
ノ

重
罪
控

訴
院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（
Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ

Ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｚ
ｅ
ｓ

Ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ａ
Ｉ

Ｃｏ
ｕｒ ｔ ）

は
同

じ
判

決
を

下
し
た
。

２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０
０

９
年

６
月

１
６
日

時
点

で
拘
留
中
。

安
全
保

障
理

事
会

決
議
１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８
２

２
（
２

０
０
８

年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
０

９
年

７
月

２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０
日

に
終

了
し

た
。

５
０

４
．

～
６

４
１
．

［
略
］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５
０

４
．

～
６

４
１
．

［
同

左
］



６
４

２
．

削
除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６
４

２
．

マ
リ

ク
・

ム
ハ

ン
マ

ド
・

イ
ス

ハ
ク

（
別

名
：

マ
リ

ク
・
イ

ス
ハ

ク
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｋ

Ｍ
Ｕ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｑ

（ａ，
ｋ，

ａ．
：

Ｍ
ａ
ｌ
ｉ
ｋ

　

ｌ
ｓ
ｈ
ａ
ｑ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

称
号

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

役
職

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生
年

月
日

：
１

９
５
９
年

頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出
生

地
：
Ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

Ｙ
ａ
ｒ

Ｋ
ｈ
ａ
ｎ，

Ｐ
ｕ
ｎ
ｊ
ａ
ｂ

Ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ，

Ｐ
ａ
ｋ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国
籍

：
パ

キ
ス

タ
ン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旅
券

番
号

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住
所

；
パ

キ
ス

タ
ン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国
連

制
裁

委
員

会
に

よ
る

指
定

日
：

２
０

１
４

年
３
月

１
４

日
（
２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０
１

７
年

１
月

１
８
日

に
改
訂
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そ
の

他
の

情
報

：
ラ

シ
ュ

カ
レ
・

ジ
ャ

ン
グ

ヴ
イ

（
Ｌ

Ｊ
）

（
３

４
０
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に
指

定
し

た
団

体
）

の
創

立
者

の
一

人
で

あ
り
、

現
在

の
指

導
者
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

身
体

的
情

報
：

が
っ

し
り

と
し

た
体

格
、

目
の

色
及

び
髪

の
色

は
黒
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

肌
の

色
は

茶
。

濃
い

黒
い

髭
が

あ
る
。

写
真

は
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

際
刑

事
警

察
機

構
）
・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
に

含
ま

れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

て
い

る
も

の
を

利
用

可
能
。

２
０

１
５

年
７
月

２
８

日
に

死
亡

し
た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と
さ

れ
る
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
／
５
７
７
８
３
６
８

６
４

３
．

～
７

０
９
．

［
同
左
］

６
４

３
．

～
７

０
９
．

［
略
］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６
４

３
．

～
７

０
９
．

　　

同

７
１

０
．

削
除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７
１

０
．

ラ
ヴ

ド
ゥ

リ
ム

・
ム

ハ
ク

セ
リ

（
別

名
：
（ａ ）

ア
ブ

・
ア

ブ
ド

ゥ
ツ

フ



７
１

１
．

～
７

７
２
．

［
略
］

７
１

１

一
・

ア
ル

・
コ

ソ
ヴ
ァ

（ｂ）
ア

ブ
・

ア
ブ

ダ
ッ

ラ
ー

・
ア

ル
・

コ
ソ

ヴ
ィ

（ｃ ）
ア

ブ
・

ア
ブ

ダ
ッ

ラ
ー

・
ア

ル
・

コ
ソ

ヴ
オ
）

Ｌ
Ａ
Ｖ
Ｄ
Ｒ
Ｍ

Ｍ
Ｕ
Ｈ
Ａ
Ｘ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
工

（ａ．
ｋ．

ａ．
；

（ａ ）
Ａ
ｂ
ｕ

Ａ
ｂ
ｄ
ｕ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

ａ
Ｉ

　

Ｋ
ｏ
ｓ
ｏ
ｖ
ａ

（ｂ）
Ａｂｕ

Ａ
ｂ
ｄ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
－
Ｋ
ｏ
ｓ
ｏ
ｖ
ｉ

（ｃ ）
Ａ
ｂ
ｕ

Ａ
ｂ
ｄ
ａ
ｎ
ａ
ｈ

ａ
１

ｏ
ｓ
。
ｖ
ｏ ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不

明

生
年

月
日

：
（ａ ）

１
９

８
９

年
１

２
月

３
日

（ｂ）
１

９
８
７
年

頃

出
生

地
：
Ｋ
ａ
ｑ
ａ
ｎ
ｉ
ｋ
／
Ｋ
ａ
ｃ
ａ
ｎ
ｉ
ｋ

国
籍

：
不
明

旅
券
番

号
：
不

明

工Ｄ
番

号
：

不
明

住
所

：
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
（
２

０
１

５
年

９
月

時
点

の
居

住

地
）

国
連

制
裁
委
員

会
に
よ
る

指
定
日
；
２

０
１

５
年

９
月

２
９

日

そ
の

他
の

情
報
：

シ
リ

ア
・
ア

ラ
ブ

共
和

国
に

お
い

て
、

イ
ラ

ク
の

ア

ル
・
カ

ー
イ

ダ
（
４

５
３
．

に
指

定
し
た

団
体
）

と
し
て

掲
載

さ
れ
て

い
る

工Ｓ
乱

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」 ）

の
コ

ソ
ボ

系
ア

ル
バ

ニ
ア

人
の
テ

ロ
戦
闘

員
。

イ
ン
タ
ー

ポ
ー
ル

（
国
際
警
察
刑

事
機

構
）

に
よ

り
指
名

手
配
中
。

～
７

７
２
．

　

［
同

左
］



○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号

次
の
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
委

員
会
の
作
成
す
る
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
の
で
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え

我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四

号
）
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

　

平
成
三
十

一
年
三
月

一

　

日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

　

山
本

　

順
三

ー

　

弾

糸

　

＼
ノ

中

・

］

▽

ー

・
〉
＼

ー

・

・
丁

暑
ー

（歪
め
諺
２
ｂ
ｗ
ｏ
ｄ
ｒ
ｒ
〉
エ

エ
窮

め
日

　

≧

１
↓

　
　
　
　

　

糸
幕
六
珊
曇
欲
さ
浄
榊
初
ｍ

　

Ｎ
ｏ
ｏ
ぬ
常

一
加

ｍ
ｍ

（Ｎ
ｏ
ｏ
の
僻

一
遍
Ｎ
帆
ｍ
ノ
Ｎ
ｏ
ｏ
－
常
≦
加
日

ｍ
ノ
Ｓ
Ｂ
冊

ぬ
加
－
Ｎ
ｍ
ノ

切
加
口

ｍ
′

　

き
口
榊
≦
加
ー
ｗ
ｍ
泳

Ｎ
ｅ
ｗ
帝

の
加
ーｍ
ｍ
冗
罫
当
）

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

糸
幕
丙
副
曇
欲
さ
討
密
加
ｍ

　

Ｎ
ｏ
ｏ
の
榊

の
湖

Ｎ
ｍ

（き
ｏ
①
冊

①
加

ー
ｍ
丙
罫
当
）

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　　
　

の

　

卵
糸

　

ｑ

こ

・
ｂ

＼
ノ

４
万

・

Ｘ

＼
ノ

（ｇ
〉
に
囚
自
讃
ｇ
ｇ
８

　

日
照
ｂ
ｅ



　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

３
月

１
４
日

（２
０
１
７
年

１
月

１
８
日

に
改

訂
）

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号

　

Ｑ
エ
ー
１
９
４

４

　

氏
名

　

ラ
ヴ

ド
ウ

リ
ム

・
ム

ハ
ク

セ
リ

（
Ｌ
Ａ
Ｖ
Ｄ
Ｒ

Ｍ
Ｍ
Ｕ
Ｈ
Ａ
Ｘ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
工）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
５
年

９
月

２
９
日

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号

　

Ｑ
エ
ー
２
４
２


